
十
章 

福
祉
型
児
童
発
達
支
援

第
八
十
二
条―

 
 

 
 

目
次
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

第
十
一
章 

医
療
型
児
童
発
達
支
援

第
八
十
八
条―

 
 

 
 

第
十
章 

児
童
発
達
支
援
セ
ン

第
八
十
二
条―

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

第
十
四
章 

児
童
家 

第
十
一
章 

削
除 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

第
十
四
章 

児
童
家
庭
支
援
セ
ン

 

庭
支
援
セ
ン

第
百
十
一
条―

第
百
十
三

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

第
十
四
章
の
二 

里
親
支
援

 
 

第
百
十
一
条―

第
百

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

に
改

 

第
百
十
三
条
の
二―

第
百
十
三
条
の

 
 

奈
良
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ 

に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

奈
良
県
知
事 

山 

下 
 

真 

奈
良
県
条
例
第
三
十
二
号 

 
 
 

奈
良
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

奈
良
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例

平
成
二
十
四
年
十
二
月
奈
良
県

条
例
第
三
十
九

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

         

第
二
条
中

指
導

の
下
に

又
は
支
援

を
加
え
る

 
 

第
六
条
第
三
項
中

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ

医
療
型
児
童
発
達
支
援

及
び
児

童
家
庭
支
援

を

児
童
発
達
支
援

児
童
家
庭
支
援

及
び
里
親
支
援

に
改
め
る

 

第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
五
条
第
一
項
中

及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ

を

児
童
家

庭
支
援

及
び
里
親
支
援
セ
ン
タ

に
改
め
る

 

第
三
十
一
条
第
一
項
第
四
号
ア
中

第
十
三
条
第
三
項
第
二
号

を

第
十
三
条
第
三
項
第
三
号

に
改
め
る

 

第
三
十
四
条
中

つ
い
て

の
下
に

の
状
況
そ
の
他
の
当
該
乳
幼
児
の
事
情
に
応

じ
意
見
聴
取
そ
の
他
の
措
置

乳
幼
児
の
意
見
又
は
意
向

を
加
え
る

 

 

第
三
十
六
条
中

児
童
家
庭
支
援

の
下
に

里
親
支
援

を
加
え
る

 

 

第
四
十
二
条
中

つ
い
て

の
下
に

の
状
況
そ
の
他
の
当
該
母
子
の
事
情
に
応
じ

意
見
聴
取
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と

母
子
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
又
は
意
向

を
加
え
る

 

第
四
十
五
条
中

婦
人
相
談
所

を

里
親
支
援

女
性
相
談
支
援

に
改
め



る
 第

四
十
六
条
第
三
項
中

次
号
及
び
附
則
第
十
三
条
第
二
項

を

次
項
第
二
号

に
改
め
る

 

 

第
六
十
四
条
中

つ
い
て

の
下
に

の
状
況
そ
の
他
の
当
該
児
童
の
事
情
に
応
じ

意
見
聴
取
そ
の
他
の
措
置

児
童
の
意
見
又
は
意
向

を
加
え
る

 

 

第
六
十
七
条
中

児
童
家
庭
支
援

の
下
に

里
親
支
援

を
加
え
る

 

 

第
六
十
八
条
第
二
項
第
二
号
ア
及
び
同
項
第
三
号
中

訓
練
室

を

支
援
室

に
改
め

同
項
第

四
号
中

肢
体
不
自
由

の
下
に

法
第
六
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
肢
体
不
自
由
を

以
下
同

を
加
え

同
号
ア
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

ア 

支
援
室
及
び
屋
外
遊
戯
場 

 

第
六
十
九
条
第
十
四
項
中

心
理
指
導
を

を

心
理
支
援
を

心
理
指
導
担
当
職
員

を

心
理
担
当
職
員

に
改
め

同
条
第
十
五
項
中

心
理
指
導
担
当
職
員

を

心
理
担
当
職
員

に

改
め

 

 

第
七
十
七
条
第
一
項
中

訓
練
室

を

支
援
室

に
改
め

同
条
第
二
項
第
二
号
ア
中

屋
外
訓

練
場

を

屋
外
遊
戯
場

に

指
導
す
る

を

支
援
す
る

に
改
め
る

 

 

第
七
十
八
条
第
六
項
中

心
理
指
導

を

心
理
支
援

に
改
め
る

 

 

第
十
章 

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ

を

第
十
章 

児
童
発
達
支
援

に
改

め
る

 

 

第
八
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 

児
童
発
達
支
援

の
設
備
の
基
準

達
支
援

の
付
近
に
あ
る
屋
外
遊
戯
場
に
代
わ
る
べ
き
場
所
を
含

並
び
に
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
を
設
け

 

２ 

児
童
発
達
支
援

に
お
い

肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
に
対
し
て
治
療
を
行
う
場
合
に 

前
項
に
規
定
す
る

を
除

基
準
に
加

医
療
法
に
規
定
す
る
診
療

所
と
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け
る
こ
と
と
す
る

 

３ 

第
一
項
の
発
達
支
援
室
及
び
遊
戯
室

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い

 

一 

発
達
支
援
室
の
一
室
の
定
員

む
ね
十
人

面
積

児
童
一
人
に 

つ
き
二
・
四
七
平
方

以
上

 

二 

遊
戯
室
の
面
積

児
童
一
人
に
つ
き
一
・
六
五
平
方

以
上
と
す
る

 



第
八
十
二
条
第
四
項
を
削
り

同
条
第
五
項
中

福
祉
型
児
童
発
達
支
援

を

児
童
発

達
支
援

に
改
め

同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る

 

 

第
八
十
三
条
第
一
項
中

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン

主
と
し
て
難
聴
児
を
通
わ
せ
る
福
祉

型
児
童
発
達
支
援

及
び
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ

を
除

次
項
に
お
い
て
同

を

児
童
発
達
支
援

に
改
め

同
項
第
三

号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中

福
祉
型
児
童
発
達
支
援

を

児
童
発
達
支
援

に
改
め

同
条
第
四
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
削
り

同
条
第
三
項
中

主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る

児
童
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援

を

児
童
発
達
支
援

に
改
め

同

項
を
同
条
第
四
項
と
し

同
条
第
二
項
中

福
祉
型
児
童
発
達
支
援

を

児
童
発
達
支
援

に
改
め

同
項
を
同
条
第
三
項
と
し

同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る

 

２ 

児
童
発
達
支
援

に
お
い
て

肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
に
対
し
て
治
療
を
行
う
場
合
に 

前
項
に
規
定
す
る

を
除

加

医
療
法
に
規
定
す
る
診
療
所
と
し

て
必
要
な
職
員
を
置

 

 

第
八
十
三
条
第
十
項
中

第
八
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ

を
削
り

福
祉
型
児
童
発
達

支
援

に
通
所
し
て
い
る

を

児
童
発
達
支
援

に
入
所
し
て
い
る

に
改
め

同

項
を
同
条
第
五
項
と
す
る

 

 

第
八
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
中

福
祉
型
児
童
発
達
支
援

を

児
童
発
達
支
援
セ
ン

タ

に
改
め
る

 

 

第
八
十
六
条
及
び
第
八
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

第
八
十
六
条 

削
除 

理
学
的
及
び
精
神
医
学
的
診

 

第
八
十
七
条 

児
童
発
達
支
援

に
お
い
て
障
害
児
に
対
し
て
行
う
心
理
学
的
及
び
精
神
医
学

的
診
査

児
童
の
福
祉
に
有
害
な
実
験

 

第
十
一
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

第
十
一
章 

削
除 

第
八
十
八
条

第
九
十
一
条

 

削
除 

第
九
十
六
条
中

つ
い
て

の
下
に

年
齢

の
状
況
そ
の
他
の
当
該
児
童
の
事
情
に
応
じ

意
見
聴
取
そ
の
他
の
措
置

児
童
の
意
見
又
は
意
向

を
加
え
る

 

第
九
十
九
条
中

児
童
家
庭
支
援
セ
ン

の
下
に

里
親
支
援
セ
ン
タ

を
加
え
る

 

 

第
百
六
条
中

つ
い
て

の
下
に

発
達
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
児
童
の
事
情
に
応
じ
意



見
聴
取
そ
の
他
の
措
置

児
童
の
意
見
又
は
意
向

を
加
え
る

 
第
百
九
条
中

児
童
家
庭
支
援

の
下
に

里
親
支
援
セ

を
加
え
る

 

第
百
十
三
条
第
二
項
中

婦
人
相
談
員

を

女
性
相
談
支
援
員

に
改
め
る

 

第
十
四
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加

 

第
十
四
章

二 
里
親
支
援
セ
ン
タ

 

 

の

 

第
百
十
三
条

二 

里
親
支
援

に
は

の
里
親
及
び
里
親
に
養
育
さ
れ

る
児
童
並
び
に
里
親
に
な
ろ
う
と
す
る
者

第
三
項
第
三
号
及
び
第
百
十
三
条
の
七
に
お
い
て

が
訪
問
で
き
る
設
備
そ
の
他
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設

 

２ 

里
親
支
援

の
内
装
等

木
が
安
ら
ぎ
を
与
え
る
効
用
及
び

性
等
に
優
れ
た
性
質
を
有
す
る
こ
と
に
鑑

木
材
の
利
用
に
配
慮

 

 

第
百
十
三
条

三 

里
親
支
援

 

び
里
親
研
修
等
担
当
者
を
置
か
な
け
れ
ば

 

２ 

里
親
制
度
等
普
及
促
進
担
当
者

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い

 

一 

法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

二 

里
親
と
し
て
五
年
以
上
の

第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
里
親
に 

委
託
さ
れ
た
児
童
を

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同

養
育
の
経
験 

を
有
す
る
者
又
は
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
の

 

の
十
に
規
定
す
る
養
育
者
等

以
下
こ
の
条
及 

び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同

若
し
く
は

 

若
し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設
の
職
員

児
童
の
養
育
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者

 

里
親
制
度
そ
の
他
の
児
童
の
養
育
に
必
要
な
制
度
へ
の
理
解
及
び

の
視 

点
を
有
す
る
者 

三 

里
親
制
度
そ
の
他
の
児
童
の
養
育
に
必
要
な
制
度
の
普
及
促
進
及
び
新
た
に
里
親
に
な
る
こ
と 

を
希
望
す
る
者
の
開
拓
に
関

知
事
が
前
二
号
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す 

る
と
認
め
る
者 

３ 

里
親
等
支
援
員

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

 



一 

法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

二 
里
親
と
し
て
五
年
以
上
の
委
託
児
童
の
養
育
の
経
験
を
有
す
る
者
又
は
小
規
模
住
居
型
児
童
養 

育
事
業
の
養
育
者
等
若
し
く
は

療
施
設
若
し
く
は
児
童 

自
立
支
援
施
設
の
職
員

児
童
の
養
育
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者

里
親
制
度 

そ
の
他
の
児
童
の
養
育
に
必
要
な
制
度
へ
の
理
解
及
び

の
視
点
を
有
す
る
者 

三 

里
親
等
へ
の
支
援
の
実
施
に
関

知
事
が
前
二
号
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を 

有
す
る
と
認
め
る
者 

４ 

里
親
研
修
等
担
当
者

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

 

一 

法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

二 

里
親
と
し
て
五
年
以
上
の
委
託
児
童
の
養
育
の
経
験
を
有
す
る
者
又
は
小
規
模
住
居
型
児
童
養 

育
事
業
の
養
育
者
等
若
し
く
は
児
童
養

児
童
心
理
治
療
施
設
若
し
く
は
児
童 

自
立
支
援
施
設
の
職
員

児
童
の
養
育
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者

里
親
制
度 

そ
の
他
の
児
童
の
養
育
に
必
要
な
制
度
へ
の
理
解
及
び

の
視
点
を
有
す
る
者

 

三 

里
親
及
び
里
親
に
な
ろ
う
と
す
る
者
へ
の
研
修
の
実
施
に
関

知
事
が
前
二
号
に
該
当
す 

る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者 

の
長
の
資
格

 

第
百
十
三
条

四 

里
親
支
援
セ

の
長

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

法
第 

十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
里
親
支
援
事
業
の
業
務
の
十
分
な
経
験
を
有
す
る
者

里
親

支
援
セ
ン

を
適
切
に
運
営
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ

 

一 

法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

二 

里
親
と
し
て
五
年
以
上
の
委
託
児
童
の
養
育
の
経
験
を
有
す
る
者
又
は
小
規
模
住
居
型
児
童
養 

育
事
業
の
養
育
者
等
若
し
く
は

児
童
心
理
治
療
施
設
若
し
く
は
児
童 

自
立
支
援
施
設
の
職
員

児
童
の
養
育
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者

里
親
制
度 

そ
の
他
の
児
童
の
養
育
に
必
要
な
制
度
へ
の
理
解
及
び

の
視
点
を
有
す
る
者 

三 

知
事
が
前
二
号
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者 

 

第
百
十
三
条

五 

里
親
支
援

に
お
け
る
支
援
は

里
親
制
度
そ
の
他
の
児
童
の
養
育
に
必 

要
な
制
度
の

た
に
里
親
に
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
の

型
児
童
養
育
事
業
に
従
事
す
る
者
及
び
里
親
に
な
ろ
う
と
す
る
者
へ
の
研
修
の

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
児
童
の
委
託
の

に



従
事
す
る
者

は
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
に
従
事
す
る
者
に
養
育
さ
れ
る
児
童
及
び

里
親
に
な
ろ
う
と
す
る
者
へ
の
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
包
括
的
に
行
う
こ
と

里
親

に
養
育
さ
れ
る
児
童
が
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成

最
善
の
利
益
を
実
現
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
行

 

の
質
の

 

第
百
十
三
条

六 

里
親
支
援

自
ら
そ
の
行
う
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す 

る
業
務
の
質
の
評
価
を
行

定
期
的
に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受

 

結
果
を
公
表

常
に
そ
の
改
善
を
図

 

と
の

 

第
百
十
三
条

七 

里
親
支
援

の
長

び
里
親
に
養
育
さ

れ
る
児
童
の
通
学
す
る
学
校
並
び
に
必
要
に
応
じ

と
密
接

に
連
携

里
親
等
へ
の
支
援
に
当

 

附
則
第
十
条
中

第
八
十
三
条
第
二
項

を

第
八
十
三
条
第
三
項

に
改
め
る

 

附
則
第
十
一
条
を
削

附
則
第
十
二
条
を
附
則
第
十
一
条
と
し

附
則
第
十
三
条
を
附
則
第
十
二

条

附
則
第
十
四
条
を
附
則
第
十
三
条
と
す
る

 

附
則
第
十
五
条
中

附
則
第
十
三
条

を

附
則
第
十
二
条

に
改
め

同
条
を
附
則
第
十
四
条
と

す
る

 

 
 
 

附 

則 

 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
条
例

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

 

 

経
過
措
置

 

２ 

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
一
部
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童

福

次
項
に
お
い
て

新
児
童
福
祉
法

第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支

援

を
設
置

こ
の
条
例
に
よ
る
改

正
後
の
奈
良
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例

と
い

第
八
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

当
分
の

な
お
従
前
の
例

 

３ 

一
部
改
正
法
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
新
児
童
福
祉
法
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
児
童
発
達

支
援

を
設
置

新
条
例
第
八
十
三

条
の
規
定

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が



 
４ 
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
設
置
し
て
い
る
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
児
童
福
祉
施
設

の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例

次
項
に
お
い
て

旧

第
八
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ

及

び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
と
し
て
難
聴
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援

に
つ

新
条
例
第
八
十
二
条
の
規
定

当
分
の

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

 

５ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
設
置
し
て
い
る
旧
条
例
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
と
し
て

重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援

及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主

と
し
て
難
聴
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援

新
条
例
第
八
十
三
条

の
規
定

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
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